
姫路市書写山観光施設に係る指定管理者候補者選定結果について 

 

１ 管理を行わせる施設 

⑴ 名 称  姫路市書写山観光施設 

⑵ 所在地  姫路市書写１１９９番地２ 

２ 指定管理者候補者 

⑴ 名 称  神姫バス株式会社 

⑵ 代表者  代表取締役 長尾 真 

⑶ 所在地  姫路市西駅前町１番地 

３ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

４ 選定理由 

姫路市書写山観光施設条例第１５条第２項各号に掲げる基準及び姫路市指定管理者制

度導入基本方針に定める基準を基に、指定管理者選定委員会が定める基準に基づき審査

を行った結果、最も評点が高かった者を指定管理者候補者に選定した。（※「７選定経

緯⑸評点結果」参照） 

５ 評価内容 

・神姫バス株式会社は、公共交通機関の一つとしてバス事業を運営していることから、

当該索道施設の管理運営に当たって留意すべき事項（施設の設置目的、利用者の平等

利用、安全性への配慮等）についての認識が深いと考えた。 

・山上展望デッキ「ミオロッソ書写」の積極的かつ効果的な利用促進方策について、評

価できる自主事業提案であった。また、これらの自主事業実施を通じて近隣の中学・

高等学校との連携創出が期待できる内容であった。 

・自社メディアおよび施設を利用した広報活動に対する取り組みが期待できる。 

・上記団体の提案納付率は募集要項よりも高く、当該施設における今後の維持・運営に

関して期待ができるものであった。 

６ 観光経済局指定管理者選定委員会委員 

 役 職 氏 名 

委員長 姫路市観光経済局長 大前 晋 

副委員長 
姫路観光コンベンションビューロー 

DMO企画委員会委員（市民・利用者代表） 
森田 玲子 

委員 流通科学大学教授（学識経験者） 今西 珠美 



公認会計士 沖野 智子 

姫路市観光経済局観光文化部長 大山 嘉文 

７ 選定経緯 

⑴ 募集方法  公募（利用料金制＋大規模改修工事期間中は一部指定管理料） 

⑵ 募集期間  令和５年８月２日から令和５年９月１５日まで 

 ⑶ 申請者数  １団体（神姫バス株式会社） 

⑷ 選定委員会検討経過 

現地視察 令和５年 ７月 ５日 姫路市書写山観光施設等４施設の現地視察 

第１回  令和５年 ７月２０日 現指定管理者に対する評価、 

募集要項・審査基準等の審議・決定 

第２回  令和５年１０月 ２日 申請書類の審査、 

プレゼンテーション及び質疑による審査 

指定管理者候補者の選定 

⑸ 評点結果（各委員による評点の平均） 

 神姫バス株式会社 

総 合 評 点 ２６８．９点 

（ 
内 

訳 

） 

事業計画等の評価（100点） ７９．４点 

 

施設の管理運営方針（20点） １６．３点 

施設の効用を最大限に発揮・管理経費の縮減（40点） ３１．６点 

施設の管理を安定して行う能力（40点） ３１．５点 

管理運営経費の評価（200点） １８９．５点 

 
納付金の提案納付額（170点） １７０．０点 

収支計画の妥当性（30点） １９．５点 

＊ 納付金の提案納付額の評点の算出式は以下のとおり。 

【納付金の提案納付額（率）が最も高い提案者】評点 170点 

【その他の提案者】評点＝170点×{提案納付額（率）／最高提案納付額（率）} 

 ⑹ 議事要旨 

・現地視察 

・施設所管課による各施設の案内（事務局随行） 

・施設に関する質疑応答など 

・第１回選定委員会 

・施設の概要説明 

・指定管理者募集の概要説明（募集要項、業務仕様書、審査基準表について）。 



また、令和９年１月から実施予定の大規模改修について説明。 

・キャッシュレス券売機や一部水道料金など負担者が市から指定管理者にかわる 

ものなど現行との変更点を説明。 

・募集要項、業務仕様書、審査基準表について原案どおり決定。 

・第２回選定委員会 

・書類審査、プレゼンテーション審査の結果及び沖野委員による財務分析の講評 

を踏まえて評価を決定し、神姫バス株式会社を指定管理者候補者に選定。 

・選定結果報告書の内容について審議を行い、本報告書を作成。 

８ 候補者の承認 

  令和５年１０月１１日開催の指定管理者制度運用委員会において指定管理者候補者

を承認 


